
（１ 市民のいのちと暮らし，安心安全を支える施策並びに中小企業，地場産業の支援） 

 

〔単位：千円〕 

  

１ 市民のいのちと暮らし，安心安全を支える施策並びに 

中小企業，地場産業の支援 

           ４２項目 5,327,700  
＜保健福祉局＞ 

①多様な保育サービスの提供  13,900 

◆延長保育の拡充  5,100 

実 施 箇 所 １８２→１８５か所 

全体事業費 ５６２百万円 

         （局配分枠５５７百万円，未来まちづくり推進枠５百万円） 

◆一時保育の拡充  2,600 

実 施 箇 所 ４４→４６か所 

全体事業費 １４０百万円 

（局配分枠１３７百万円，未来まちづくり推進枠３百万円） 

◆休日保育の拡充                        1,700 

実 施 箇 所 ５→６か所 

全体事業費 １１百万円 

（局配分枠９百万円，未来まちづくり推進枠２百万円） 

◆病児保育（病後児併設型）の実施                4,500 

実 施 箇 所 １か所 

      〔保健福祉局 保育課 TEL 251-2390〕 

②保育所整備及び整備助成  701,000 

（新設）    １か所                  

「第２みつばち保育園（仮称）」 

定  員 ９０人 

場  所 右京区西京極午塚町 

（移転新築）  １か所                

「久世西保育園」 

定  員 １３０→１６０人 

場  所 南区久世上久世町（現在地 南区久世中久世町） 
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〔単位：千円〕 

  

（老朽改築）  １か所                    

 「大宅保育園」 

  定  員 ２５０→２７０人 

  場  所 山科区大宅五反田町 

（増  築）  １か所                

「大谷保育園」                   

定  員 ６０→８０人 

場  所 下京区諏訪町通六条下る上柳町 

  （改  修）  １か所 

「京都市御池保育所」                   

定  員 ９０→１５０人 

場  所 中京区柳馬場通御池上ル虎石町（京都御池創生館） 

（分  園）  １か所         

「太秦保育園分園」 

定  員 ２０人（本園１２０人） 

場  所 右京区太秦桂ケ原町（休日急病内科西診療所跡） 

 〔保健福祉局 児童家庭課 TEL 251-2380〕 

③民営保育所保育環境改善事業                  248,500 

 子育て支援環境の充実を図るため，子育て支援事業基金を活用し，次に掲げる改修

を行う民営保育園に対する助成を行う。 

◆保育環境改善プラスエコ事業       

窓の断熱改修やＬＥＤ照明の設置など，既存設備の省エネルギー効果の高い設備へ

の改修及び物品の購入に対して助成を行う。 

◆保育環境改善プラス食育事業          

調理室へのカウンターの設置など，食育の推進に資する施設の改修及び物品の購入

に対して助成を行う。 

      〔保健福祉局 保育課 TEL 251-2390〕 

④八瀬野外保育センター改修                   20,000 

子育て支援環境の充実を図るため，子育て支援事業基金を活用し，社団法人京都市

保育園連盟が運営する「八瀬野外保育センター」について，施設の老朽化に対応する

ための改修経費を助成する。 

      〔保健福祉局 保育課 TEL 251-2390〕 
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〔単位：千円〕 

  

⑤昼間里親制度の拡充                      21,000 

本市独自施策である「昼間里親制度」について，国庫補助制度を活用し，実施箇所

の拡大や事業費加算を行う。 

   実 施 箇 所 ３３→３５か所（定員１０名増） 

   全体事業費 ３９４百万円 

（局配分枠３７３百万円，未来まちづくり推進枠２１百万円） 

   〔保健福祉局 保育課 TEL 251-2390〕 

⑥放課後ほっと広場の拡充                     10,300 

余裕教室や図書室等の学校施設を活用して実施している「放課後まなび教室」と共

働き世帯等の昼間留守家庭児童（１年生～３年生）を対象とした「学童クラブ」機能

を有する事業とを緊密な連携のもと運営する「放課後ほっと広場」を拡充する。 

   実 施 箇 所 ４→７か所 

   全体事業費 ２５百万円 

（局配分枠１５百万円，未来まちづくり推進枠１０百万円） 

   〔保健福祉局 児童家庭課 TEL 251-2380〕 

〔教育委員会事務局 生涯学習部 TEL 254-5015〕 

⑦児童館整備  50,000 

（新設） １か所  

・「音羽児童館（仮称）」 

場  所 山科区音羽森廻り町（音羽小学校内） 

 〔保健福祉局 児童家庭課 TEL 251-2380〕 

⑧子育て支援活動いきいきセンター（つどいの広場）の拡充       5,700 

実 施 箇 所 ２３→２６か所 

全体事業費 １０６百万円 

（局配分枠１００百万円，未来まちづくり推進枠６百万円） 

 〔保健福祉局 児童家庭課 TEL 251-2380〕 

⑨第２児童福祉センター（仮称）整備                        200,000 

年々増加する児童虐待や発達障害をはじめとした障害相談，診療・診断への迅速か

つ的確な対応を強化するため，旧改進コミュニティセンター本館及び第２福祉センタ

ーを改修し，第２児童福祉センター（仮称）を設置する。 

〔保健福祉局 児童家庭課 TEL 251-2380〕 
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⑩里親支援事業                                     8,400 

◆里親制度普及促進事業    

一般家庭に対する里親経験者による講演会の開催や養育里親（※）に対する研修を

実施することなどにより，里親制度の普及，里親委託を推進する。 

養育里親（※） 

養子縁組を前提とせず，保護を要する児童の社会的養護を担っていただく里親 

◆里親委託推進・支援等事業    

専門的知識及び経験を有する職員を配置し，関係機関との連携及び調整，里親相互

の相談援助や生活援助，交流の促進を行うなど，里親に対する養育支援を総合的に推

進する。 

〔保健福祉局 児童家庭課 TEL 251-2380〕 

⑪児童虐待防止啓発事業          19,500 

児童虐待防止対策の強化を図るため，近畿２府４県及び４政令市が共同し，新聞や

テレビＣＭなどの媒体を活用した広報活動を行う。 

〔保健福祉局 児童家庭課 TEL 251-2380〕        

⑫障害者雇用アドバイザー派遣等支援事業  6,000 

障害者雇用に意欲，関心があり，具体的に障害者雇用を進めようとしている民間事

業者に対して，障害者雇用促進アドバイザーの派遣や備品購入の経費を助成する。 

                〔保健福祉局 障害保健福祉課 TEL 222-4161〕 

⑬軽度・中等度難聴児に対する補聴器購入費助成  2,000 

身体障害者手帳の交付対象外であるため，補聴器購入費用が全額自己負担となって

いる軽度・中等度難聴児に対して本市独自に助成を行う。 

対 象 者  身体障害者手帳の対象とならない１８歳未満の軽度・中等度難聴児 

助 成 額  補聴器１個当たり４０，０００円 

 〔保健福祉局 障害保健福祉課 TEL 222-4161〕 
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〔単位：千円〕 

  

⑭生活保護自立支援施策の充実                         109,500 

◆就労意欲喚起等支援事業           80,400 

 生活保護受給者のうち，就労意欲そのものが減退してしまっている等，就労に向け

た課題を多く抱えている方を対象に，２２年度から実施している「就労意欲喚起等支

援事業」について，キャリアカウンセラー及び求人開拓員の派遣回数を充実する。 

全体事業費 １２８百万円 

         （局配分枠４８百万円，未来まちづくり推進枠８０百万円） 

◆年金検討員派遣事業                 29,100 

生活保護受給者の年金受給資格の確認や年金の裁定請求支援を行うため，２２年度

から実施している「年金検討員派遣事業」について，福祉事務所に派遣している社会

保険労務士等を増員する。 

全体事業費 ４７百万円 

         （局配分枠１８百万円，未来まちづくり推進枠２９百万円） 

〔保健福祉局 地域福祉課 TEL 251-1175〕 

⑮ホームレス自立支援施策の充実                         12,900 

◆ホームレス能力活用推進事業         5,700 

 自立支援センター等の入所者を対象として，自立に向けた訓練的な職種開拓や情報

収集・提供等を実施する能力活用推進員を自立支援センターに配置し，ホームレスの

就業機会の確保を図る。 

◆居宅生活移行支援事業             7,200 

無料低額宿泊施設において，入所中の被保護者に対し，就労支援等を行う職員を配

置することにより，居住生活への移行を促進する。 

〔保健福祉局 地域福祉課 TEL 251-1175〕 

⑯介護保険基盤整備助成  895,600 

◆地域密着型特別養護老人ホーム建設助成 683,600 

（新設）  ４か所  

・「きたおおじ（仮称）」  

定  員 ２９人（短期入所１０人併設） 

場  所 北区紫野大徳寺町 

助成総額 １５８百万円 
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・「淀シルバーコンプレックス（仮称）」  

定  員 ２９人（小規模ケアハウス２０人及び短期入所１０人併設） 

場  所 伏見区淀美豆町 

助成総額 ２０８百万円 

・「ヴィラ向島サテライト（仮称）」  

定  員 ２９人（短期入所１０人併設） 

場  所 伏見区横大路鍬ノ本町 

助成総額 １５８百万円 

・「そせい苑サテライト（仮称）」  

定  員 ２９人（短期入所２０人併設） 

場  所 伏見区下鳥羽南円面田町 

助成総額 １５８百万円 

◆小規模ケアハウス建設助成  92,000 

（新設）  １か所  

「淀シルバーコンプレックス（仮称）」 

定  員 ２０人（地域密着型特別養護老人ホーム２９人及び短期入所１０人併

設） 

場  所 伏見区淀美豆町 

助成総額 ９２百万円 

◆介護老人保健施設建設助成  46,800 

（増築）  １か所  

「あじさいガーデン伏見」 

定  員 １９８→２７６人 

場  所 伏見区向島二ノ丸町 

助成総額 ４７百万円（開設準備経費） 

◆認知症高齢者グループホーム建設助成  73,200 

（新設）  ３か所  

・「二条城北（仮称）」 

定  員 ２７人 

場  所 上京区黒門通下長者町下る吉野町 

助成総額 １６百万円（開設準備経費） 
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・「龍池（仮称）」 

定  員 ２７人 

場  所 中京区新町通姉小路下る町頭町 

助成総額 ４６百万円 

・「壬生（仮称）」 

定  員 １８人 

場  所 中京区壬生相合町 

助成総額 １１百万円（開設準備経費） 

            〔保健福祉局 長寿福祉課 TEL 251-1106〕 

⑰社会福祉施設スプリンクラー等整備助成及び耐震改修助成  48,600 

消防法によりスプリンクラーの設置が義務付けられている，延床面積２７５㎡以上

の入所施設に加え，２７５㎡未満の施設についてスプリンクラー等の整備費を助成す

る。 

【２７５㎡以上】 

 身体障害者授産施設１か所，知的障害児施設１か所 

認知症高齢者グループホーム ４か所 

  【２７５㎡未満】 

認知症高齢者グループホーム ５か所 

〔保健福祉局 障害保健福祉課 TEL 222-4161〕 

 〔保健福祉局 長寿福祉課 TEL 251-1106〕 

⑱妊娠期からの子育て支援  30,000 

妊娠期からの子育てを支援するため，母子健康手帳交付時に全妊婦を対象に面接及

び相談を行うほか，初妊婦及び継続的支援が必要な妊婦への家庭訪問を実施する。 

    〔保健福祉局 保健医療課 TEL 222-3411〕 

⑲妊婦健康診査の充実  43,500 

妊婦健康診査において，公費負担を行う検査項目にクラミジア抗原検査を追加する。 

全体事業費 １，０３１百万円 

（局配分枠９８７百万円，未来まちづくり推進枠４４百万円） 

    〔保健福祉局 保健医療課 TEL 222-3411〕 
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⑳働く世代への大腸がん検診推進事業  72,000 

４０～６０歳までの５歳刻みの年齢の市民に無料受診券等を配布し，検診を希望さ

れる方に対して，大腸がん検査キットを送付することにより，大腸がん検診体制の充

実を図る。 

    〔保健福祉局 保健医療課 TEL 222-3411〕 

○21不妊治療費助成の充実  83,000 

◆国制度   27,000 

医療保険が適用されない特定不妊治療（体外受精，顕微授精）について助成回数の

充実を図る。 

現行制度 充実後 

１年度当たり２回，通算５年 
１年目は年３回まで，２年目以降は年２回

まで，通算５年，通算１０回を超えない。

全体事業費 ２０７百万円 

（局配分枠１８０百万円，未来まちづくり推進枠２７百万円） 

◆府制度   56,000 

医療保険が適用されない不妊治療（人工授精）を新たに対象に追加するとともに，

年度当たりの限度額を引き上げる。 

現行制度 充実後 

①保険適用内治療 

 自己負担額の１/２を助成 

（上限 １年度当たり３万円まで）

①保険適用内治療 

 自己負担額の１/２を助成 

（上限 １年度当たり６万円まで） 

②人工授精（保険適用外） 

 自己負担額の１/２を助成 

（上限 １年度当たり１０万円まで） 

※ただし，①，②合計で上限１０万円まで

全体事業費 ９１百万円 

（局配分枠３５百万円，未来まちづくり推進枠５６百万円） 

 〔保健福祉局 保健医療課 TEL 222-3411〕 

○22看護師確保対策（離職防止）  2,000 

看護師の資質向上を図り，離職防止を促進するため，京都市域内の医療機関に従事

する新人及び中堅看護職員に対する研修事業を実施する。 

                   〔保健福祉局 医務審査課 TEL 213-2991〕 
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○23国民健康保険事業特別会計繰出金  91,000 

国民健康保険事業の安定的な運営と被保険者の負担軽減のため，一般会計からの繰

出金を増額する。 

 〔保健福祉局 保険年金課 TEL 213-5861〕 

 

【局配分枠における主な新規・充実事業（保健福祉局）】 

［新規事業］ 

◇子育てサロン等運営アドバイザー派遣等支援事業           1,200 

◇「子どもを共に育む京都市民憲章の実践の推進に関する条例」の推進 3,000        

◇精神障害者地域移行支援事業                      9,500 

［充実事業］ 

◇子ども手当（3歳未満を増額） 

全体事業費30,385,330（うち充実分2,784,552） 

◇予防接種（子宮頸がん予防接種，ヒブ予防接種，小児肺炎球菌予防接種の実施） 

全体事業費 3,893,753（うち充実分2,184,000） 

◇在宅心身障害児（者）療育支援事業                

全体事業費  22,106（うち充実分    8,500） 

◇ホームレス自立支援等の推進 

全体事業費    37,466（うち充実分    27,000） 

◇たばこ対策推進事業 

全体事業費     8,467（うち充実分     5,600） 

＜産業観光局＞ 

○24農業振興対策事業（パイプハウス及びペレットヒーター導入整備） 12,000 

京北地域の農業の振興を図るため，京野菜等の効率的・安定的な生産に必要なパイ

プハウスの設置に加え，環境にやさしい森林エネルギーを用いた木質ペレットヒータ

ーの導入を支援する。 

                           〔産業観光局 農業振興整備課 TEL 222-3352〕 
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○25農業用水路に治水機能を付加した雨に強いまちづくり推進事業     25,000 

農地の宅地への転用などに伴い，治水機能の重要性が増している農業用水路の適正

な管理を行うため，産業観光局，建設局，上下水道局の３局が協力して利水機能と治

水機能が調和した管理体制を構築するとともに，適正な治水管理ができるよう浚渫，

草刈り，水路補修等を行う。このことにより，市民生活の安心安全の確保と農業者が

安心して農業に従事できる環境の整備を図る。 

                  〔産業観光局 農業振興整備課 TEL 222-3352〕 

○26中央卸売市場第二市場マスタープランに基づく施設改築等基本計画業務 

      25,000 

第二市場マスタープランを着実に推進するため，効率的な運営体制の確立を目指し，

卸売会社等関連事業者と基本協定を締結するとともに，施設の大規模改築の実施に向

け，施設の配置や規模等に関する基本計画を策定する。 

               〔産業観光局 中央卸売市場第二市場 TEL 681-5791〕 

 

【局配分枠等における主な新規・充実事業（産業観光局）】 

［新規事業］ 

◇商店街共同施設整備事業（雇用特会）                25,000 

◇商業グループ活性化支援事業                             5,500 

◇「買い物弱者」支援モデル事業（雇用特会）             50,000 

◇次期京都市伝統産業活性化推進計画（仮称）の策定          3,000 

◇京ものショッピングサイトの構築・運営事業（雇用特会）       30,000 

◇経営支援緊急融資の創設，あんしん借換融資の充実 

              融資預託金全体予算1,100億円の内数 

◇京都型農林業プロジェクトの設置                  1,000 

◇北部農林業地域振興対策                      1,000 

◇「京の街角マルシェ」推進事業（雇用特会）             60,000 

◇花育活動実践事業（雇用特会）                  30,000 

◇戦略花き生産・消費拡大緊急事業（雇用特会）            31,000 



（１ 市民のいのちと暮らし，安心安全を支える施策並びに中小企業，地場産業の支援） 

 

〔単位：千円〕 

  

◇孟宗竹林再生支援活動（雇用特会）                10,000 

◇北山丸太販路開拓事業（雇用特会）                 35,000 

◇京都市産業連関表の作成                      5,000 

◇若年求職者の就職活動動向及び中小企業の求人ニーズ調査事業（雇用特会）

2,700 

◇フルカバー学生等就職支援事業（雇用特会）            80,000 

［充実事業］              

◇「伝統産業の日」関連事業（10周年記念事業の実施） 

               全体事業費 18,000（うち，充実分5,000） 

◇中小企業パワーアッププロジェクト 

               全体事業費 48,904（うち，充実分1,500） 

 

＜都市計画局＞ 

○27歴史都市京都における密集市街地等に関する対策の推進        24,000 

国が新たに示す「新重点密集市街地」の基準を踏まえ，本市において防災上課題の

ある木造密集市街地や袋路・細街路について調査を行い，解決方策の検討を行うとと

もに，特に危険性の高い地区においては，地域住民との連携を図りながら，避難経路

協定の適用をはじめとする取組の働きかけを行うなど，具体的な対策に着手する。 

 〔都市計画局 都市づくり推進課 TEL 222-3503〕 

〔都市計画局 建築指導課 TEL 222-3620〕 

○28都市計画施設等の見直し                        6,400 

都市計画公園や土地区画整理事業について，都市の健全な発展と秩序ある整備を図

る観点に加え，安心・安全な都市生活を確保する観点から計画の必要性を再検討する

とともに，都市防災の観点から都市計画道路の在り方を再検討する。２３年度は，都

市計画決定している都市防災施設等の現況調査等を実施する。 

 〔都市計画局 都市計画課 TEL 222-3505〕 
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○29地域連携型空き家流通促進事業  5,000 

空き家の流通を促進するとともに，空き家の流通により地域が活性化することを目

指し，所有者や入居希望者が安心して空き家を活用できる環境を整備するため，地元

組織と不動産業者等が連携して空き家所有者と入居希望者をつなぐ仕組みづくりを行

う。２３年度は，２２年度の取組を踏まえ，新たな地域への展開を図る。 

 〔都市計画局 住宅政策課 TEL 222-3666〕 

○30市営住宅改善事業  199,000 

◆山科３棟東側 トータルリモデル事業      

内装や設備等の住戸内部の改善や耐震改修を行うトータルリモデル（全面的改善）

事業を実施する。 

戸   数 １７８戸 

 整備期間   ２３～２４年度 

 総建設費   １，４４８百万円 

 

◆鈴塚新棟（仮称）建替［基本計画策定等］     

既存住棟の廃止及び集約を含めた団地再生を検討し，新棟建設に向けた基本計画を

策定する。 

 

◆耐震改修                      

大受市営住宅及び向島市営住宅において，耐震改修等に着手する。 

    〔都市計画局 すまいまちづくり課 TEL 222-3635〕 

○31崇仁地区住環境整備事業   2,194,000 

「京都市同和行政終結後の行政の在り方総点検委員会」の報告を受けて設置した「京

都市崇仁地区将来ビジョン検討委員会」からの報告（２２年７月）に基づき，崇仁地区

の将来ビジョンの実現に向けて，以下の事業を実施する。 

◆崇仁北部区画整理                 

住宅地区改良事業の早期完了を目指し，土地区画整理事業との合併施行を行う。 

◆ 崇仁塩小路高倉新３棟（仮称）建設［基本計画策定等］ 

   従前居住者のための改良住宅建設に向けた基本計画を策定するとともに，土地開発

公社から建設用地の買戻しを行う。 

〔都市計画局 すまいまちづくり課 TEL 222-3635〕 
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【局配分枠における主な新規・充実事業（都市計画局）】 

［充実事業］ 

◇建築物の防災に対する事務    全体事業費     2,257（うち充実分1,050） 

◇分譲マンション管理支援事業   全体事業費    4,546（うち充実分2,546） 

◇京都市あんぜん住宅改善資金融資制度 

全体事業費 568,696（うち充実分65,218） 

 

＜文化市民局＞ 

○32第２次京都市生活安全（防犯・事故防止）基本計画に基づく 

生活安全施策の推進  10,000  

第２次京都市生活安全基本計画に基づき，「だれもが安心してくらせるまち」の実

現を目指すため，安心安全ネット継続などの生活安全施策を実施する。 

事業内容 学区の安心安全ネット継続応援事業 

（学区での安心安全の取組に対して支援） 

学生防犯ボランティアへの支援と合同啓発 

防犯カメラ設置促進に関する調査研究とモデル事業など 

     〔文化市民局 地域づくり推進課 TEL 222-3049〕 

○33犯罪被害者等支援策の推進                            15,500 

犯罪被害者等が元の平穏な生活を取り戻せるよう社会全体で支えるため，犯罪被害

者等支援条例を提案するとともに，条例制定後においては，総合相談窓口の機能強化

や生活困窮者に対する生活資金の給付，一時的・緊急避難的な住居の提供などの支援

策を実施する。  

     〔文化市民局 地域づくり推進課 TEL 222-3049〕 

○34自転車の安全利用の促進                              2,000 

「京都市自転車安心安全条例」に基づき，自転車の安全利用に向けた取組を更に推

進するため，条例を周知するリーフレットや啓発チラシの作成，高校生等を対象とし

た啓発事業を実施する。 

     〔文化市民局 地域づくり推進課 TEL 222-3049〕 

 



（１ 市民のいのちと暮らし，安心安全を支える施策並びに中小企業，地場産業の支援） 

 

〔単位：千円〕 

  

○35ドメスティックバイオレンス（ＤＶ）相談支援センターの運営 

及び被害者支援事業      44,200 

ＤＶ被害者が自立できるよう，初期の相談から長期にわたる自立支援まで，切れ目

のない継続的な支援を行うドメスティックバイオレンス（ＤＶ）相談支援センターを

設置する。 

また，休日・夜間等における緊急の電話対応を行うホットラインを設置するととも

に，緊急時の安全確保援助事業や被害者支援のためのボランティアの養成など，被害

者支援事業を実施する。 

              〔文化市民局 男女共同参画推進課 TEL 222-3091〕 

 

【局配分枠における主な新規・充実事業（文化市民局）】 

［充実事業］ 

◇消費者教育・啓発の推進      全体事業費60,000（うち充実分  20,000) 

 

 

＜区政策提案予算＞ 

○36北区猿害対策事業                           3,200 

      サルの行動エリア，行動パターンや効果的な追い払い対策を模索するとともに，サ

ルに関する対策ネットワークを構築し，出没情報，防除対策，追い払い方法等を地域住

民に適宜発信する仕組みづくりを進める。 

〔北区役所 まちづくり推進課 TEL 432-1208〕 

○37高齢者にやさしい店事業                                800 

認知症の人とその家族を地域でも支えるために，｢認知症サポーター養成講座｣を開

催し，「高齢者にやさしい店」登録店の更なる増加を図る。 

併せて，登録店一覧の冊子とホームページの更新を行うとともに，登録店に対し事

業の効果や今後の事業展開に関するアンケートを実施する。 

 〔左京区役所 支援課 TEL 771-4289〕 
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○38山科区獣害対策チームの運営   2,500 

近年のイノシシやシカ等の出没及び被害の増加を踏まえ，従来の猿害対策チームを

獣害対策チームに改組したうえで，防除の在り方に関する学習会の開催，中型及び大

型の檻の設置を行うとともに，被害の大きい地域をモデル地区と位置付けて，フェン

スやネットの貸出しを行う。 

                〔山科区役所 まちづくり推進課 TEL592-3088〕 

○39南区民健康づくり推進事業   700 

   生活習慣病の予防を目的として，区民ボランティア等の協力を得て，「運動」と「食

育」の両面から区民の健康づくりの支援に取り組む。 

    事業内容 南区健康づくりグループ育成事業（南区オリジナル体操を区内に普及） 

       南区食育事業（地元産等の京野菜を使用した南区オリジナル料理のＰＲ） 

               〔南区役所 健康づくり推進課 TEL 681-3573〕 

○40南区認知症サポートネットワーク形成事業   500 

   一人暮らしの高齢者や認知症の高齢者を抱える世帯などが，住み慣れた地域で健や

かな生活を送るため，区内の関係機関や区民が連携し，介護保険サービスやその他の

保健・福祉・医療サービス等を一体化して提供する区独自の包括支援ネットワークの

構築に向けた取組を進める。 

                  〔南区役所 福祉介護課 TEL 681-3296〕 

○41深草管内商店街等活性化事業                         3,500 

   深草管内の商店街を中心とした地域の活性化策を通じて，商店街が地域を支え，地

域が商店街を支える関係を築き，深草地域が住みやすく，住み続けたくなるまちを目

指し，「商店街の活性化と地域の活性化を融合した深草のまちづくり」に取り組む。 

   ２３年度は，２２年度に策定する取組方針に基づき，空き店舗を活用した地域住民

間の交流の拠点となる施設整備や地域住民と協働で企画するイベント等を実施する。 

          〔伏見区役所深草支所 まちづくり推進課 TEL 642-3203〕 
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＜消防局＞ 

○42消防防災通信ネットワークの構築（消防救急無線デジタル化整備及び消防指令

センター整備）  60,000 

２８年５月末までにデジタル化への移行が義務付けられている消防救急無線の整備

について，実施設計を行う。併せて，システムの更新時期を迎えている消防指令セン

ターについても，より効率的な整備を行うため，実施設計を行う。 

 〔消防局 庶務課 TEL 212-6635〕 

 

【局配分枠における主な新規・充実事業（消防局）】 

［新規事業］ 

◇安心救急ステーション（仮称）等の応急救護拠点づくりの推進     2,000 

◇消防団のＩＣＴ化推進モデル事業                   8,000 

◇消防団１日入団体験プログラム                            1,000 

◇体験型研修による防災担い手育成事業                3,000 


